
2018 年 9 月 12 日 

公開質問状 

 

［安倍 9 条改憲 NO！全国市民アクション］ 

共同代表 高田健 殿  同 福山真劫 殿 

 

貴団体が、内閣総理大臣および衆・参両院議長に対する請願を行うにあたって収集活動を展開し

ている「安倍 9 条改憲 NO！ 憲法を生かす全国統一署名」について伺いたいことがあります。 

 

2017 年 9 月 5 日付の「しんぶん赤旗」は、貴団体結成の目的などについてこう記しています。 

［安倍首相による９条改憲を阻止するため、広範で多様な人々を結集しようと「安倍９条改憲ＮＯ！

全国市民アクション」が結成され、発起人らが４日、衆院第１議員会館で記者会見を行いました。

3000 万人を目標にした９条改憲に反対する一大署名運動を提起。「憲法改正の発議そのものをさせ

ない世論をつくっていく」と強調しました。］ 

 記事中の一大署名運動というのは「安倍 9 条改憲 NO！ 憲法を生かす全国統一署名」と題した署

名用紙を使った連署による請願であって、その用紙はこの質問状に同封しているものと同一だと理

解しています。 

 それで、この署名用紙に記された「趣旨説明」の内容の一部について、貴団体に伺います。 

4 行目から 6 行目にかけて、 

［戦後 70 年以上にわたって、日本が海外で戦争をしてこなかった大きな力は憲法 9 条の存在と市民

の粘り強い運動でした。─中略─ 私たちは、日本がふたたび海外で「戦争する国」になるのはゴメン

です。］ 

という記述があります。「海外で」という言葉を 2 カ所で記していますが、このことについて伺い

ます。 

［１］1 つ目の「海外で」について、 

「戦後 70 年以上にわたって、日本が戦争をしてこなかった…」ではなく 

「戦後 70 年以上にわたって、日本が海外で戦争をしてこなかった…」と、「海外で」を付した意味、

理由を説明してください。 

ポツダム宣言による降伏受け入れ以降、日本は海外では戦争をしてこなかったけれど、日本国内

では（基地提供、兵站支援などといった関わりによる）戦争をしたという認識をしているのでしょう

か？ そうだとすれば、具体的にそれはいつ為されたどのような戦争を指しているのでしょうか？ 

それとも、「海外で」を付したのは、他の意味、理由があるのでしょうか？ 

 



 

［２］２つ目の「海外で」について、 

「私たちは、日本がふたたび「戦争する国」になるのはゴメンです」ではなく 

「私たちは、日本がふたたび海外で「戦争する国」になるのはゴメンです」と、「海外で」を付した

意味、理由を説明してください。 

「私たちは、日本がふたたび海外で「戦争する国」になるのはゴメンです」という記述は、海外で戦

争するのは認めず反対するが、国内で戦争するのは（自衛権の行使として）認め、反対しないという

ことを意味しているのでしょうか？ もし、そうではないということでしたら「戦争する国」という

文言に「海外で」を付けた意味・理由がわかりません。わかるように説明してください。 

 

［３］「請願事項」の１として「憲法第９条を変えないでください」と記していますが、日本の場合、

９条のみならずすべての条項について憲法改正の最終決定権は主権者・国民にあり（改正には国民

投票での承認が必要）、立法府たる国会は改正発議（主権者・国民への提案）をすることしかできま

せん（憲法 96 条の規定）。つまり、貴団体が「９条を変えないでください」と記して衆・参両院の

議長や内閣総理大臣に請願するのは誤っており、本来は「９条改正の発議をしないでください」と記

して、憲法改正案を発議するか否かの決定権を持つ一人ひとりの国会議員に対して請願すべきです。 

貴団体が、憲法 96 条の規定をよく知っていながら、こうした主権者・国民の憲法制定権を無視す

るような記述を行うのは、憲法改正の最終決定権があたかも私たち主権者にではなく立法府の多数

派議員にあるかのような誤解を多くの人々に与えます。このことについて、どうお考えですか？ 記

述を改める意思はありませんか？ 

 

 以上［１］［２］［３］について、明確な回答、説明をお願いします。 

 

お忙しいとは存じますが、この質問状の送付から２週間以内（2018 年 9 月 27 日まで）に当方宛

てに、できれば簡易書留郵便にて回答をお送りください。送付に要する額の切手を同封しておきま

す。何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

※追記 貴団体のウェブサイトには「呼びかけ人」「賛同人」に関する一覧表は掲載されていますが、代表、事

務局長といった役職に就いている人の紹介ページは見当たりませんでした。ただ、2018 年 6 月 11 日付の同ウ

ェブサイトの「報告」の記事の中に「市民アクションの高田健共同代表が…」「市民アクションの福山真劫共

同代表が…」という記述がありましたので、御両人に宛てての公開質問状としました。 

 

 

                            今井 一 

（［国民投票／住民投票］情報室 事務局長） 


